
第３回　幹事会　議事録

２０２２年６月２１日

幹事長　　飯　島　奈　絵
１．日　　時		２０２２年６月２１日（火）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　　所		堂島法律事務所会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜五十音順・敬称略＞
【Ｚｏｏｍミーティングによる出席】
　荒木　晋之介　飯島　奈絵　　井上　耕史　　今春　　博　　岩本　　朗
奥村　昌裕　　尾崎　一浩　　河村　利行　　久保井　一匡　黒田　　愛　　
島尾　恵理　　高江　俊名　　田島　義久　　田積　祥子　　谷　　英樹
富井　和哉　　中川　秀三　　中島　宏治　　中嶋　　弘　　西田　　敦
西原　和彦　　堀　　智弘　　堀川　智子　　松井　淑子　　峯田　和子
宮下　泰彦　　村瀬　謙一　　森野　俊彦　　両角　麻子　　安原　邦博
渡部　真樹子　
（オブザーバー：西念　京祐，広瀬　元太郎，小野　宙（議事録作成））

幹事総数　　　　　　　　　８７名
出席幹事の数　　　　　　　３１名
委任状による出席幹事の数　２６名
合計　　　　　　　　　　　５２名

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長飯島奈絵は本幹事会の議長として副幹事長西田敦を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　年度途中になされる会費免除承認，中途退会の場合の会費月割り等の取扱いにつき幹事長に一任すること【決議】
幹事長：
（１）年度途中にされる会費免除承認の幹事長への一任について：
　年度途中，登録替えを行う会員も一定数おられるところ，該当会員より年度途中に会費免除の届出をいただくたび，幹事会において免除承認決議をいただくことを求めると，貴重な幹事会の審議時間を圧迫してしまう。
　そこで，本年度途中になされる会費免除承認の判断については，幹事長に一任する包括的決議を，本日の幹事会においていただいておきたい。

（２）中途退会の場合の会費月割り等の取扱いに関する幹事長への一任について
　会費規則第２条２項２号によると，「会費を納めさせることが適当でない事由があり，その旨を幹事長に届け出た後に，幹事会の承認決議を得た」場合，会費を免除するものとされている。
　すなわち，幹事会の承認決議によって，会費が全額免除されることが許容されている。
　そうだとすれば，会費の一部免除（つまり，会費の月割り）についても，解釈上は排斥されないと解される。
そこで，この点の判断についても幹事長に一任する旨の包括的決議を，本日の幹事会においていただきたい。　
　ただし，規則の変更・会費の額の変更が総会決議事項とされていることから，中途退会時の会費の取扱いについては明文規定を設けるべきだとのご意見もいただいており，この点についてもご審議いただきたい。

Ａ幹事：
　春秋会の会計年度は，４月１日から３月３１日までとのことだが，ある年度の会費を，当該年度開始以前に支払っても，受け付けられているのだろうか。たとえば自分自身は，令和４年１月１２日に会費２万円を支払ったと確認しているが，これはどの年度の会費か。
　なお，本年度中に満７５歳に達するので，本年度の会費については，本申出を持って届出とし，免除していただきたい（会費規則２条２項１号）。

幹事長：
　Ａ幹事の会費免除の件については，届出がなされたものとして承った。
　このような届出が年度途中になされる度，幹事会においてその都度決議をいただくのは，少々時間が勿体ないように思われる。

Ｂ幹事：
　中途退会の場合の会費月割り等について，まさに総会決議事項との関係が気になっている。
　従来，中途退会の場合でも，会費月割りの取扱いはなされていなかった。
　幹事長のご説明によれば，幹事会決議をもって会費（全額）免除を承認できる以上，会費の一部免除（減額，月割り）も解釈上許容される，とのことであったが，会費規則上は，各年４／１時点における会員は，年会費２万円を当該年５／３１までに支払うものとされており（同規則１条２項），文言解釈上，会費月割りが許容されているとまでは，読み込みづらいように思われる。
　そのため，この点については総会決議をもって，会費規則を改正することが必要かつ適切であると考える。
　また，実際に会費月割り制度を導入するとして，当該年度の会費２万円を納付した後，年度途中に退会する会員が現れたら，どこかの基準月を決めて，会計より当該会員に対して返金する処理になると思われるが，事務手続が煩雑になるように思われる。

Ｃ幹事：
　Ｂ幹事の意見に賛同する。
会費規則は，第１条で「年会費」を定め，第２条では「年会費」を免除すると規定されている。もともと，春秋会は月会費制を取っていない。
　そのため，会費月割り（一部返金）という取扱いについては，会費規則上，一部返金を許容する規定が存在しない以上，解釈として取ることは困難だと考える。

幹事長：
　本日の幹事各位のご意見も踏まえ，会費の取扱いは全会員の地位に関わる重要なテーマであるため，本日は会費月割り等に関する決議を行わず，引き続き継続審議としたい。

Ｄ幹事：
　会費月割り等ではなく，会費規則第２条２項２号所定事由に関する会費免除申請について，その判断を本年度幹事長一任する旨の決議については，異存がなく，本日決議を取って良いのではないか。

【決議】
　本年度途中，会員より会費免除申請（会費規則２条２項）がなされた場合，当該承認の判断を幹事長に一任することについて，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

２　２０２２年度予算案に関する意見交換
幹事長：
特に若手会員において，会派に所属する意味が問われている。
「会費２万円を支払された上で，何かさせられるなら，会派を辞める」，「会派を辞めて，頼まれごとも，選挙とも縁が切れ，すっきりした」という厳しい・寂しい声が，幹事長にも聞こえている。
また，会派活動に事務所がよい顔をしない事務所が，昨今増加している。
しかし，本日の幹事会でも多数の幹事にＺｏｏｍよりご参加いただいており，女性の占める割合も大きい。このように活気のある春秋会の魅力は，やはり縦横斜めの人的関係である。
業務引き受け弁護士制度の拡充が必要となる中，会派の縦横斜めの人的関係であれこれ相談できる環境づくりは重要である。

このような会派内での人的つながりを強める大きなファクターの一つが，委員会後の懇親会である。
たとえば，広報委員会では委員会終了後，毎回食事会を開催しており，これが強固な結束の基礎にもなっている。
また，親睦委員会でも，委員長が積極的に委員同士の親睦を図り，私費を捻出していた年があった。
このように，委員会後の懇親会を通じて，委員同士の結束を深めることは大変素晴らしい反面，委員長・副幹事長といった一部の委員の私費に過度な負担を強いることは，望ましいことではない。そのような構造が続けば，委員長・副幹事長の受け手・なり手がいなくなってしまう。
そこで，春秋会からこの点について補助を行うことにより，委員長・副幹事長といった一部の委員の過剰負担を軽減し，気兼ねなく積極的に懇親会を開催していただくため，以下の予算出動を検討している。
すなわち，上限３，０００円ｘ委員数ｘ６回分／年，予算の中から懇親会開催のための補助を付けておき，懇親会における具体的な会費の傾斜の設定は，委員長へ一任する（Ａ案：委員会活動活性化費。対象：委員会懇親会），というものである。

このようなご提案には，他会派における取扱いも背景となっている。
他会派幹事長等も交えた会合で伺ったところによると，他会派では，委員会ごとに渡し切り予算を組んで，懇親会に供しているというところが複数見られた。
春秋会においても，委員同士の懇親活動を，会としても促進しているという，支援の姿勢を見せること自体に，大きな意義があると考えている。
先に述べた広報委員会，親睦委員会はもちろんのこと，現在，委員会をランチタイムにオンライン開催している本年度研修委員会においても，会派がこのような制度を作り，懇親会を後押するのであれば，委員会暑気払いを企画しようかとの声があった。
また，新入会員旅行における新人向け補助の導入経緯においても，行事参加促進という，同様の配慮が働いていた。すなわち，新人歓迎旅行の旅費については以前，新人の参加事務所が，新人の分・先輩弁護士の分の２名分を負担していた。ところが，事務所の費用負担が大きいことを理由として，事務所ごと参加を見合わせるといった事態に至ってしまい，新人歓迎旅行としては本末転倒であるため，春秋会が新入会員分を補助する，という現在の運用が開始された。

なお，既に導入済みの制度として，「行事参加活性化費」という予算費目が存在している。これは，弁護士会役員就任披露会などのために執行部から動員され，会費の高い会合に出席しなければならなくなった若手会員に向けて，参加費を補填する制度である。

このような予算出動をご提案するに際して，春秋会には支払原資が十分に存在している。
数年来に渡る広報委員会の尽力（例：広報電子化等。）により，大幅な支出削減につながった。
　また，コロナ禍で数多くの行事が中止・縮小に追い込まれた結果，本年度については前年度繰越金が１８００万円も存在している。
　今年度の会費収入を加え，２４００万円強の預金がある。
　このような潤沢な原資をもって，委員会からの若手離れを食い止める方策を講じていきたい。副幹事長や委員長への負担軽減を図って，若手委員につながりを深めてもらおう，というのが狙いである。
資料では，数カ年分の春秋会会計の推移について，取りまとめている。

　このようなＡ案：委員会活動活性化費のほかにもう１つ，Ｂ案：行事参加促進費という項目も，合わせてご提案したい。こちらの対象は，会員全体に声をかける企画などの懇親会である。
　すなわち，様々な企画の司会者や，企画担当者などは，当該企画に役割のために出席必須となる上，司会者に至っては，思うように飲食もできない。そのような委員についても，役割がなく問題なく飲食できた会員とまったく同じ会費を負担させることは，酷な面がある。
そこで，春秋会として，司会者，企画担当者等に対して，３０００円ｘ該当委員数の補助を出動する。

　資料３の下部では数値を見積もっており，
・Ａ案：委員会活動活性化支援費については，４委員会の所属委員数を本に計算すると，合計約１０６万円である。
・Ｂ案：行事参加促進費については，のべ１００名分の支援を行うとして，３０万円である。

さらに派生して，次のような問題意識も有している。
会派旅行の企画担当者についても，Ｂ案と同様の趣旨が当てはまるはずであるが，こちらも助成するとなると，助成額の規模が相当大きいものとなるため，いったん検討保留とする。
また，懇親会に参加する若手会員（委員でもなく，企画担当者でもない一般の会員）についても，若手参加促進のために何らかの補助を行うかどうか。この点については，懇親会における会費の傾斜配分をもって対応できる可能性もあり，こちらもいったん検討保留とする。

このたび，Ａ案・Ｂ案というご提案をするに際しては，「会費とは何のためにあるのか」ということに遡って検討した。
十数年前，会計を担当した際，春秋会の預金（ストック）は，会長選挙が行われる際に１０００万円程度出動することがあるため，一定程度確保される必要があるという説明を聞いたことがあるが，会長選挙も１５年以上されていない中，選挙に備えて，１８００万円を繰り越す必要性は薄れてきていると考える。

議長：
　若手会員が，委員会活動の大切な担い手として，実働している。
　そこで，Ａ案・Ｂ案のもと，懇親会費用を補助することで，開催・参加の動機付けとなり，縦横斜めの人的つながりの形成に寄与できればと考えている。
　予算の裏付けとなるべき原資についても現在，広報電子化等の結果，余剰が生じている。

Ｅ幹事：
　本提案に賛同する。
本提案については従来，広報委員会から提起されていた問題意識・提案内容の趣旨を酌んでいただいているように思われる。
　広報委員会としては，広報委員会のみの優遇を求めてきたわけではなく，本提案も幹事長の述べるとおり，全委員会に共通する補助制度であり，適切であると考える。

Ｆ幹事：
　予算余剰の使途として，Ａ案：委員会活動活性化支援費，Ｂ案：行事参加促進費の導入のほか，会費の減額についても今後，検討する予定はあるか。

幹事長：
　会費の減額も重要な検討課題であるのは間違いないが，検討順序としては，Ａ案・Ｂ案に次ぐものとなると考えている。
　将来に向かって会費を減額するということも大切な視座であるが，Ａ案・Ｂ案は，既に手元にある余剰を有効に活用するため，とりわけ若手会員の会派帰属にとって有効・重要な支出費目を創出したい，というアプローチから優先的に検討している。

堀川広報委員長：
　各委員会からの予算要望をもとに，正副幹事長において様々ご検討・ご調整いただき，本幹事会のご提案をいただいたものと理解している。
　先にＥ幹事からもご意見があったが，これは広報委員会だけに限られる問題ではない。委員会活動の実質を若手委員が担っている中，「もうやりたくない」，「やめてせいせいした」という若手の声も聞かれており，嫌な思い出で終わってほしくない，楽しい思い出になってほしい。若手に縦横のつながりを感じてもらうことが，その重要な要素になると考えている。委員会の仕事の後，委員同士で飲食をし，仕事や私事，様々な話（悩み・愚痴も）を交わしてもらう機会があれば，若手の定着にもつながる。
　ここで，本提案はいずれも，懇親会補助の形を取っている。現実には，コロナ禍であったり，家庭の事情で，懇親会にやむなく参加することができない委員もいる。懇親会補助が有効であるのは間違いないが，懇親会に参加できなくても黙々と作業をし，委員会活動に貢献している委員に対しても，何か報いることができればより良いと考えている。
　本提案の枠組み（懇親会補助）を基本としつつ，広報委員会としては，懇親会参加できない委員に対しても，慰労品の支給ができればありがたい。当初，渡し切り予算要望を検討していたが，他方で，会計処理の透明化も重要であることは言うまでもない。懇親会補助や慰労品支給の基準を設けていただき，当該基準に沿って予算を付けていただく形でも無論かまわない。

Ｃ幹事：
　本提案の枠組みには，賛同する。
弁護士協同組合の委員を長い間務めており，委員には組合から，年間５０００円まで飲食費補助が出ていた。これは，組合活動を続けていく上で，やはり励みになる。そのため，予算出動の仕方としても，良い使途だと考える。
また，導入するに当たっては，すべての委員会に共通する，平等の仕組みが良いと思われるが，本提案はこれを満たしている。
なお，渡し切り予算については，過去，親睦委員会についても渡し切り予算が組まれていた。ところが，年度中に使い切れず，親睦委員会内に繰越金が蓄積されていってしまった。本来，会費は会員全員が納めたものであるにもかかわらず，親会会計から切り離された親睦委員会内に蓄積されていくという偏りが望ましくないとされ，渡し切り予算は廃止された。
とはいえ，堀川広報委員長のご意見についても検討する必要があるため，取扱いについては，明文化した方が良いだろう。幹事会での予算承認決議をもって手続としては足りているのかも知れないが，ことがらの性質上，明文化するべきと考える。

議長：
　執行部，委員長とも協議の上，次回幹事会において本予算案を上程したい。

３　次年度大弁副会長推薦立候補届出と候補者の意見を聞く会開催の件
　幹事長：
本年５月２６日に第１回選考委員会が開催され，次年度（２０２３年度）会長及び副会長の推薦候補者の届出期間を６月１日～６月１０日までと決定したところ，上記届出期間中において，高江俊名会員（４８期）から大阪弁護士会副会長の推薦候補者の届出がなされた。
７／２２（金）正午より，第２回選考委員会並びに高江俊名会員の意見を聞く会が開催される予定である。
大阪弁護士会館会議室の使用人数上限緩和措置を受けて，会館９２０号会議室を会場として押さえており，Ｚｏｏｍとのハイブリッド開催を予定している。
高江会員へのエールの意味も込めて，是非とも会場に足をお運びいただきたい。ご来場が難しければ，Ｚｏｏｍからご参加いただきたい。
　この旨，選考委員のみならず，春秋会員全員に対してご案内する。

４　　各種委員会からの活動報告／選考，政策，広報，研修，親睦，若手会 
（1） 政策委員会（担当副幹事長：松井淑子，委員長：中島宏治）
・情報セキュリティ規程学習会を開催。シンポジウムのテーマとしても検討中。
・政策シンポジウム　１０／７（金）午後６時３０分～
　アウトリーチ，業務拡大，人権といった観点を複合的に組み合わせたものとなる予定。
・予算について：委員会活動活性化支援費も申請したが，現在の委員メンバーは５０期代までであり，今後，若手委員の参加につなげていきたい。

（2） 広報委員会（担当副幹事長：西原和彦，委員長：堀川智子）
・ニュースレター：６月発行済み。
・委員会：次号・次々号ニュースレター，会報の発行準備。
秋号は登録１０周年・４０周年寄稿，新人紹介（自己・他己）記事，特集記事の予定。政策シンポは１０月開催予定とのことなので，会報秋号では未載。特集記事については，広報委員会内だけで組むか，それとも多の委員会との協力記事とするのか，なお検討中。
・本予算要望：時間をかけて検討を重ねている。
・会議外での情報共有，意見交換：委員会後の毎回の懇親会以外にも，ゴルフ企画など随時，委員以外の会員も募集して，親睦を深めている。

（3） 研修委員会（担当副幹事長：田積祥子，委員長：西念京祐）
・新入会員も含めて１３名，委員会に参加。
・第２回企画：７／２２（金）午後６時～　「しくじり先生」企画。公認会計士の河野先生をお招きする。中村和洋委員に担当いただいており，完成度が高く興味深い企画となることが確実視されている。ふるってご参加いただきたい。堂島法律事務所＋Ｚｏｏｍのハイブリッド開催であり，終了後の懇親会は，７０期代は無料とする予定。
・第３回企画：「裁判官！当職そこが知りたかったのです。－民事訴訟がはかどる本―」の岡口基一裁判官，中村真弁護士をお招きする企画：弁護士会館の会議室予約の関係から，日程は１１月で調整。これも出色の企画となる予定。
・着こなし研修：こちらを上記企画に前倒しして，１０月開催することも検討中。
・若手会共催企画については，引き続き検討中。
・予算案：昨年度よりも増額。岡口裁判官の企画等においては，広い会場を押さえる必要があったため。

幹事長：
　研修委員会の企画立案・進行に携わることは，非常に楽しいので，幹事の先生方の事務所の若手の先生方にも是非，参加のお声かけをいただきたい。

（4） 親睦委員会（担当副幹事長：西田敦，委員長：宮下泰彦）
・７３期・７４期新人歓迎会を６／７に開催済。
　各先生方から新人の先生方向けに，弁護士としての心得，春秋会に関すること等，含蓄に富む素晴らしいお話をご披露いただいた。たいへん盛況であった。
・新人歓迎旅行：１０／２８（金），２９（土）＠金沢，和倉温泉加賀屋に決定。定員６０名。
　今後，募集をかけたい。
・８／２７（土）オリックスビスタルーム観戦。定員１６名。

（5） 若手会（担当副幹事長：富井和哉，代表世話役：堀智弘）
・若手会主催の新人歓迎会・追いコンを予定。
６２～６４期の先生が追い出し対象だが，参加が少ないので是非声かけをお願いしたい。定員６０名のところ，現在４２名が参加予定，残り１８名。
・ビアパーティ　８／５（金）
・破産研修　７／２０（水）講師：浦寛幸会員

５　大弁会務・日弁連理事会報告（大阪弁護士会副会長　黒田愛）
（１）令和 4 年6 月1 日～会館会議室の定員を元に戻しました。
（２）6 月14 日(火) 定期総会 （全て承認されました）
1. 令和 3 年度決算承認
2. 令和 4 年度事業計画及び収支予算・令和5 年度暫定収支予算
3. 大阪弁護士会 議事規程一部改正
4. 大阪弁護士会 法律相談等用名簿に関する規程
5. 大阪住宅紛争審査会規程
6. 懲戒委員会委員及び同予備委員選任及び綱紀委員会委員及び同予備委員選任の件
（３）会長声明 (5 月24 日(火)～)
1. 6 月7 日 司法の職責を果たした熊本地裁判決を高く評価し，国に対して恣意的な生活保護基準の引下げの見直しを求める会長声明
2. 6 月10 日 在外国民の国民審査を認めていない国民審査法を違憲とした最高裁判所大法廷判決についての会長声明
発出予定 最低賃金の引き上げを求める会長声明
（４）主なイベント
1. 6 月16 日 中小企業の支援を考えるシンポジウム第５弾！「ウィズコロナ・アフターコロナにおける事業者支援～経営者に寄り添った支援の在り方について～」
2. 6 月18 日 ガラパゴス取調べからの脱却～全件可視化・弁護士立会いへ！
（５）会員サポート
　大阪弁護士会には現在，４８００人もの会員が所属している。中には，体調不良，高齢等といった様々な原因で，トラブルを抱えている会員もおられる。そのような会員に対して，状況を把握したり，お悩みに寄り添ったりする（お会いして，ご相談を承る）活動も展開している。
（６）日弁連
6 月10 日(金) 定期総会 （全て承認されました）
1. 令和 3 年度会務報告
2. 令和 3 年度（一般会計・特別会計）決算報告
3. 令和 4 年度（一般会計・特別会計）予算
4. 令和 5 年度（一般会計・特別会計）暫定予算
5. 綱紀委員会委員及び綱紀審査委員会選任を理事会に一任
6. 弁護士情報セキュリティ規程制定
　情報セキュリティ規程については，最も多くの時間を割いて検討していただき，春秋会からも山口会員らより賛成のご意見を賜り，無事承認に至った。
7. 第 74 回定期総会開催地を大阪に決定
6 月16 日(木)・17 日(金) 理事会

６　各種行事の案内
幹事長：
　６／１４，退任者慰労会を開催した。コロナ禍で開催できていなかった３年分の副会長，常議員会議長・副議長，正副幹事長等に多数ご参集いただき，参加者４０名中，実に２８名が慰労対象者であった。
　委員会活動活性化支援費，行事参加促進費の導入に関しても，忌憚のない貴重なご意見を多数お寄せいただいた。
　なお，次年度以降への提案として，日程調整に苦慮したため，例年，年度の切り替わる４／１に開催するとあらかじめ決定しておくのが良いと思われる。他会派では実際にそのようにしているところがある。
　　　　以　　上

